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投票による役員選任を経て 
会長に就任して

巻頭言

　昨年、令和 6年 6月 8日（土）、長尾淳彦前
会長が一年の任期を残し会長を辞任されたこ
とにより、理事会は次期会長に林啓史を選定
する議案を議決、新たな会長就任が確定して
早や一年が経過しました。
　今年度は、任期満了による役員選任告示が
発信され役員選挙が実施されました。理事に
12 名、監事に 1 名の立候者があり、6 月 15
日（日）、令和 7年度定時総会において投票と
信任決議により理事 6名、監事 1名の新役員
が選任されました。その後、開かれた新理事
会で「林を会長に選定する」との決議で私が
会長に再選定、即座に 3名の副会長を指名、
及び外部理事と監事各 1名を委嘱して総会の
信任を得て全役員が決定しました。複雑な手

順を踏んで新役員が誕生いたしました。これが公益社団法人であるが故で、会員の意思が尊重
され、公明正大にして不当、不正が許されない仕組みになっている証です。法人の活動は、設
立の際に定めて国の認定を受けた基本的なルールである「定款」に準拠しています。
　総会で、このようにして選ばれた会長、副会長、理事、監事を代表して懇親会で私が同席会
員の先生方に向かって就任のご挨拶をいたしました。しかし、200 名を超える委任状提出会員
及び欠席会員の皆様には、まったく声が届いていないことに気づきました。広報誌等に掲載す
ることを想定したものでなく、また時間の都合もあり簡潔なものですが、その時に決意と思い
を込めたものです。文面に復元させ、この紙面をお借りして掲載することにいたします。

　『ただいま司会者よりご報告いただきましたとおり、先ほど開催の理事会で会長に選定され
ました林でございます。
　不本意ながら不穏な緊張感が漂う役員選挙が終焉いたしました。
　結果、競い合われた候補者のうち、理事に選任された 6 名は、驕ることなく謙虚に受け止め、
与えられた職責を誠心誠意全うすることを、私が代表してお誓い申し上げます。
　選任に至らなかった先生方には、無念のご心情を超えて、新年度より就任の理事または理事
会に対しまして忌憚のないご意見、時にはご叱責など、いただければ誠にありがたく存じます。
会員のため、会のため、そして柔道整復師業に対しての思いは、同じはずです。何卒よろしく
ご協助のほどお願い申し上げます。

公益社団法人京都府柔道整復師会
会長　林　　　啓　史
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　これからは、定款第 23 条第一項の規定に基づいて理事数 7 名、即ち会長、副会長 3 名およ
び業務執行理事 2 名の 6 人と、会長委嘱の外部理事 1 名、計 7 人体制に外部監事 1 名を含む 2
名の監事が加わり公益社団法人京都府柔道整復師会が運営されることになります。副会長も含
めて理事は、業務執行部役職を兼務することになります。早急に組織編成を行います。フルパ
ワーでスタートいたします。
　1 年間の経験を経てこの度、本会のトップとして再び会長の席に就くことになりました。通
常業務に関しては滞ることなくやり遂げましたが、本質的な課題への取り組みにつきまして
は、令和 6 年度のみの一年ではありましたが、それでも多岐にわたる経験と学習により、更に
研鑽を積み、見通しがついた案件も少なからず、特に DX 改革、SNS 活用の功罪、接骨院経
営のトレンドと格差などにも突破口を求める他、ようやく人心の掌握も的確に行い、執行部全
体が動き始めたところで席を譲ることは、痛恨の極みでありました。
　この度は、2 年という期間をいただき、全てに全身全霊を尽くす覚悟を持って、責任を全う
する決意であります。会員の先生方には、会の運営にも大いに参画、関わっていただきたく、
そして何よりも、公益社団法人の会員であることをやめないでください。切にお願い申し上げ
ます。
　事実上孤立する、柔道整復師が増えれば増えるほどこの業界は衰退の一途を辿ることになり
ます。また無関心と分断は深刻な生産性低下を生みます。下降するグラフラインを上昇にして
いこうではありませんか！！どうぞよろしくお願い申し上げます。これにて、粗辞ながら会長
就任のご挨拶とさせていただきます。』

　定款の定めにより、6名の理事が選任されました。これまで 8名のところを 6名で業務執行
が行われることになりました。この人数は定款上の役員数下限を割らない限り増やすことがで
きません。従いまして、会長を除いて全員が役職を兼ねることになります。3名の副会長はタ
イトですが兼務するには最適となります。テンションが上がり、意欲満々といったところで
す。新任の監事、そして弁護士の委嘱外部理事、税理士の外部監事もその職責を果たされるの
で職務怠慢、ルール違反などに対しては指摘があり、改善、改訂、改正要求が発せられること
になります。万全の仕組みです。
　実質的に 6名の執行理事になり、まず頭によぎったのは執行部と会員との間に「情報の非対
称性」が増大する危惧です。もともと両者にはある程度存在するのはやむを得ないことであり
ます。これまで幾度となく年頭の挨拶や巻頭言などにおいてこの成句をつかったのは、患者さ
んと施術者の間に存在するものについて言及してきました。
　情報の格差は、双方に誤解や誤認が生まれ、それがステレオタイプ化してしまうことになり
ます。これを避けるためには情報の共有が必要で、優位側の執行部が持てる情報を会員に伝達
する努力義務があります。媒体として年 2回の広報誌、支部会、懇親会、各種会合、そして一
番有用なのは各支部 LINE グループシステム、毎月の事務連絡 ( 入金明細送付）があります。
既設のモノを利用して広報活動を活発にして両者間の情報格差を縮小させていきます。本稿が
発刊されるときには既に実行されているように執行部に提案することをお約束して結びといた
します。
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　令和 7年 6月 15 日（日）都ホテル京都八条 陽明殿において定時総会が開催された。今年度は役員改選
の年となっており、下記のタイムテーブルに沿って進められた。

　12：30　受付開始　　　　　　　　14：30　定時総会
　13：00　立会演説会　　　　　　　16：30　懇親会
　13：30　期日投票

１．立会演説会及び期日投票
　定刻になり黒木由紀夫 役員選任委員長の挨拶、役員選挙の解説があり、上田憲一 役員選任委員の司
会で進行された。
下記に演説順に候補者を記す
　細川義昭　会員
　今井雅浩　会員
　兼田旭紘　会員
　岡田達也　会員
　中村英弘　会員
　林　啓史　会員
　岡本玄剛　会員
　谷山和弘　会員
　柴田宗宣　会員
　 村美紀　会員
　中川稔貴　会員
　中村賢治　会員

演説が終了し、投票会場にて投票が行われた。期日前にも投票の設定があり、既に投票が済んでいる会
員もあった。

令和７年度 定時総会

上田憲一役員選任委員立会演説会の様子

候補者の面々 期日投票の様子
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２．定時総会
　定刻になり司会の中川稔貴 理事により始められた。
下記に次第を示す。

物故者黙祷
開会の辞　　　谷山和浩 副会長
挨拶　　　　　林　啓史 会長
新入会員紹介　下京・南支部　勝又拓郎 会員
会員表彰（永年会員表彰）
　左京支部　　　　岸本隆幸 会員　　　　　　　　宇治支部　　　　服部秀史 会員
　東山・山科支部　長谷川隆史 会員　　　　　　　北丹支部　　　　月城順学 会員
　東山・山科支部　髙山祐治 会員　　　　　　　　城陽支部　　　　楢崎武徳 会員
　右京支部　　　　福島秀樹 会員　　　　　　　　城陽支部　　　　井上尚樹 会員
　伏見支部　　　　松本吉弘 会員
総会議案
　司会者一任の声がかかり議長、副議長が下記のとおり選任され、中村議長より議事録者、議事録署名
人について解説された。

　議長　中村英弘 会員　　　副議長　今井雅浩 会員　　　議事録者　兼田旭紘 会員

令和 7年 6月 15 日現在の会員数　274 名
　総会出席者　　 69 名　　　　 委任状提出者　174 名
有効数 243 名 となり、正会員総数の過半数を超えており本総会は有効に成立することが中村議長より
報告された。

令和 6年度　事業報告
　　　　岡田達也 総務部長
令和 6年度　決算報告・監査報告
　　　　 村美紀 経理部長　　　細川義昭 監事
上記議案について挙手多数により承認された。

中川稔貴 理事 谷山和浩 副会長 林 啓史 会長
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３．選挙結果
　黒木由紀夫 役員選任委員長により選挙結果の発表が行われ、各々の候補者の選任に挙手多数により
承認され、選任証書が交付された。
　外部理事、外部監事についても挙手多数で選任され委嘱状が交付された。

【理事】
　定数 6人以上 9人以下のうち、有効投票数（235 票）の過半数（119 票）以上を得た候補者が選任された。
投票率 86％
（総合計投票数 237 票／有権者数 274）

【理事候補者】※同数の候補者は届出順で記載。
　 1．林　 啓史 候補 181 票…選任　　　　 7．谷山 和浩 候補 101 票
　 2．中村 英弘 候補 174 票…選任　　　　 8．岡本 玄剛 候補   95 票
　 3．今井 雅浩 候補 159 票…選任　　　　 9．柴田 宗宣 候補   95 票
　 4．岡田 達也 候補 157 票…選任　　　　10．中川 稔貴 候補   95 票
　 5．細川 義昭 候補 156 票…選任　　　　11． 村 美紀 候補   91 票
　 6．兼田 旭紘 候補 151 票…選任　　　　12．中村 賢治 候補   74 票

【監事】
　監事については定数内であった為、多賀裕展 候補が信任された。

中村英弘 議長　今井雅浩 副議長 岡田達也 総務部長

村美紀 経理部長 細川義昭 監事 会員表彰受賞者（出席者のみ）
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【外部理事及び外部監事】
　外部理事に弁護士の薦田純一 候補が承認された。外部監事に税理士の田川 裕 候補が承認された。

　役員選任が終わり質疑について司会者の呼びかけがあったが質疑はなく終了した。事前質問状の提出
もなかったとのことであった。

４．懇親会
　定刻になり司会の岡田達也 理事により始められた。
　下記の順で進行された。
①日本柔道整復師会挨拶　長尾淳彦 会長
②開会の辞　　　　　　　谷山和浩 副会長
③本会会長挨拶　　　　　林　啓史 会長
　　　　本会新役員紹介
④乾杯ご発声　　　　　　薦田純一 監事

食事会に移り和やかに歓談し終了した。

黒木由紀夫 役員選任 委員長 本会役員当選者

外部理事・外部監事の選任 会員表彰受賞者（出席者のみ）

長尾淳彦 日本柔道整復師会会長

懇親会風景
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薦田純一 監事

新役員の面々

　令和 7年 1 月 18 日（土）午後から本会事務所にて、令和
6年度分確定申告等の税務個別相談会が開催され、希望の
先生方にご参加いただきました。相談会では、本会顧問税
理士の田川 裕先生にお越しいただき個別の税務相談に対
応していただきました。

　主な相談内容としては以下のようなものがありました。
◇確定申告の準備や手続き
◇節税対策や控除の活用方法
◇接骨院向けの税務管理や経理のポイント
◇その他個別の相続税・贈与税など

参加者の皆様からは
「具体的なアドバイスがもらえて参考になった。」
「勘違いしていた内容があって解消できた。」などのご感想
をいただきました。
　令和 7年度分確定申告等の税務個別相談会も開催予定で
すので是非ともご活用下さい。
　また普段から本会では、税務・会計等の相談に田川 裕
顧問税理士、法律の相談に薦田純一顧問弁護士のサポート
を受けることができます。何かお悩みやご相談がありまし
たら、事務局までお問い合わせください。� （広報部　中村賢治）

税務個別相談会開催
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　令和 7年 2 月 23 日（日）午後 1時から標記の講習会が開催
されました。メイン会場は京都市右京区の京都府柔道整復師
会館、サテライト会場は柔道整復科がある京都市中京区の京
都医健専門学校で開催されました。メイン会場とサテライト
会場に分散して受講することで、エコーや整復固定の演習に
より技術習得できる講習会です。内容は橈骨遠位端骨折の超
音波エコー観察法と整復・固定法の講習、実技演習でした。
下記に内容を記載します。

・当日の内容概説・司会　　今井雅浩　公益社団法人 京都府柔道整復師会 学術部長
・挨拶　　　　　　　　　　林　啓史　公益社団法人 京都府柔道整復師会 会長
・ビデオによる挨拶　　　　長尾淳彦　公益社団法人 日本柔道整復師会 会長
・橈骨遠位端骨折における超音波エコー観察法（座学・実技）
　　　　　　　　　　　　　川戸典知 様　公益社団法人 滋賀県柔道整復師会 総務部長
・橈骨遠位端骨折における整復・固定法（座学・実技）
　　　　　　　　　　　　　中谷　功 様　公益社団法人 滋賀県柔道整復師会 厚生部委員
・私の橈骨遠位端骨折における整復・固定法
　　　　　　　　　　　　　井坂　豊　公益社団法人 京都府柔道整復師会 会員

会場の様子中谷 功 講師川戸典知 講師

長尾淳彦 日整会長のビデオ挨拶林 啓史 会長今井雅浩 学術部長

講習会の正式名称

匠の技伝承プロジェクト
京都府技術講習会開催
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　指導・発表経験豊富な講師の先生による実践的な内容の講習は大変有意義でした。参加者全員が座学
を踏まえながら実習を体験することができ、日常臨床にも活かされることと思われます。本会大ベテラ
ンの城陽支部 井坂 豊先生による講習も示唆に富んだ素晴らしいものでした。

エコー観察実習の様子 整復固定法実習の様子 城陽支部　井坂 豊 先生（左）

サテライト会場（京都医健専門学校） 長尾裕次郎 学術部員

超音波観察実習 整復固定実技実習（西京支部 人見達也会員）

　サテライト会場では講習会開始前に、長尾裕次郎学術部員から今回の趣旨説明があり午後 1時、京都
府柔道整復師会 2Fホールからの配信視聴が始まりました。会場では受講者が助け合いながら、実技を
行いました。京都府柔道整復師会館での講習会の閉会を以て、サテライト会場も閉会しました。

京都サテライト会場（京都医健実技教室）
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　令和 7年 5月 25 日（日）午後 0時 30 分から京都市 
武道センター（旧武徳殿）において第 37 回日整 
全国少年柔道京都大会、第 11 回日整全国少年柔道
形競技会京都大会を開催しました。谷山和浩副会
長の開会宣言、国家斉唱、林 啓史大会会長の挨拶、
橋村芳和京都市会議員の祝辞、古川博史京都府柔道
連盟会長の祝辞、豊田裕治審判長の試合場の注意、
森田心晴選手（京柔整）、森田日和選手（京柔整）
の選手宣誓と開会式は滞りなく進みました。
　今大会も岡本 亮先生（明和病院 外科医長）に 
大会ドクターとして、本会救護係と共同で救護を担当していただきました。
　最初に第一試合場で 4年生個人戦予選、第二試合場で形競技会が行われました。引き続き第一試合場
5年生個人戦予選、第二試合場で 6年生個人戦予選を行いました。予選後、休憩を挟み、第一試合場で
4～ 6年生の個人戦準決勝と決勝を行いました。
　試合の結果は以下の通りです。

成　績　表
第37回　日整全国少年柔道京都大会

高学年 優　勝 準優勝 ３　位 ３　位

４年生 金本　才菜 
（城陽市柔道連盟）

足立　琉之佑 
（宇治柔道会）

西山　勇志 
（東方館）

小笹　天蓮 
（福知山柔道教室）

５年生 小林　洸大 
（宇治柔道会）

坂本　勇斗 
（宇治柔道会）

大槻　正人 
（宇治柔道会）

前田　汰一 
（八幡柔道クラブ）

６年生 成田　寿来 
（太秦少年柔剣道愛好会）

西原　　翔 
（東柔会）

堀　幸之助 
（城陽市柔道連盟）

八木　琉生 
（F.S.J）

《全国大会代表選手》

６年生 ６年生 ５年生 ５年生 ４年生

成田　寿来 西原　　翔 小林　洸大 坂本　勇斗 金本　才菜

　個人戦で選ばれた代表選手は令和 7年 11 月 16 日（日）に講道館で行われる第 34 回日整全国少年柔道
大会、第 15 回日整全国少年柔道『形』競技会に出場します。

挨拶　林 啓史 会長

第37回日整全国少年柔道京都大会
第11回日整全国少年柔道形競技会京都大会
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第11回　日整全国少年柔道京都大会形競技会

所　属 演武者（取） 演武者（受）
優　勝（209 点） 
（全国大会代表） 城陽市柔道連盟 堀　幸之助 金本　史穏

2　位（202 点） 八幡柔道クラブ 竹内　遥希 前田　汰一

３　位（201.5 点） 練心会 加藤　　護 市原　鈴子

� 令和 7年 5月 25 日（日）　京都市武道センター　旧武徳殿
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選手宣誓　森田日和 選手　森田心晴 選手 試合風景　松永羽詩 選手（左）

　林 啓史大会会長の表彰、岡島順選考委員長の代表選手発表、谷山和浩副会長による閉会宣言と順次
閉会式は進み、第 37 回日整全国少年柔道京都大会、第 11 回日整全国少年柔道形競技会京都大会を終了
しました。
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形競技会代表選手 全国大会代表選手
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　令和 7年 3月 22 日（土）和食がんこ三条本店にて、令和 7年度京都府柔道整復師柔道連盟 定期総会が
開催された。午後 6時半から、岡田達也 連盟副会長の司会にて始まり、開会のことばを林 啓史 連盟副
会長、会長挨拶を藤野勝弘 連盟会長が行った。

藤野勝弘 連盟会長 林 啓史 連盟副会長 岡田達也 連盟副会長

　議題審議に移る前の議長選出では、会場から岡田達也 連盟副会長の
指名があり引き続き議事近行され、議事録者 戸川和孝 連盟理事、議事
録署名者 山本俊広 連盟理事が指名された。
議事は以下の通り。
第 1号議案　　　令和 6年度事業報告　　　兼田 旭紘
第 2号議案　　　令和 6年度決算報告　　　大角 康之
第 3号議案　　　令和 6年度監査報告　　　今井 雅浩
第 4号議案　　　令和 7年度事業計画案　　兼田 旭紘
第 5号議案　　　令和 7年度予算案　　　　大角 康之
第 6号議案　　　規約変更について　　　　兼田 旭紘
第 7号議案　　　役員変更について　　　　兼田 旭紘
以上、順次満場一致で承認された。
　岡島 順 連盟副会長の閉会のことばで定期総会は終了した。
引き続き同じ会場にて懇親会が行われた。公務のために遅れて来られた 
長尾淳彦 連盟顧問（日本柔道整復師会
会長）のお言葉を賜った。続いて今回初
めて参加された國本 清会員（宇治支部）
の乾杯の発声で開会された。和やかな雰
囲気で出席者の会話も弾み、定時となり
山本俊広 連盟理事の閉会の挨拶を以て
終了した。

長尾淳彦 連盟顧問 國本 清 会員 山本俊広 連盟理事

兼田旭紘 連盟理事

大角康之 連盟理事

岡島 順 連盟副会長 今井雅浩 連盟監事

令和７年度京都府柔道整復師柔道連盟 
定期総会及び懇親会開催
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「高齢化社会」を迎えて（その12）
― 「終活」の具体的進め方 （11） ―

� 本会顧問 弁護士　薦　田　純　一　

　最近、テレビのニュース番組などで、「闇バイト」とか、「トクリュウ」という言葉をよく聞くように
なりましたが、今回は高齢者が頻繁に被害に遭ったと報道されることが多い「特殊詐欺」事件やその対
策について、「終活」の一環として取り上げてみたいと思います。なお以下の記述は、主に警察庁の発
表やウィキペディアなどの記事を参考にしています。
　警察庁の発表では、令和 4年度の「特殊詐欺」被害者の約 87％が 65 歳以上の高齢者であり、7割が
女性のようです。
　ところで、先程の「トクリュウ」というのは、警察庁が名付けた名前で、要するに、「首謀者が誰な
のかはっきりと掴めず、SNS や匿名通信アプリなどで募集したような（闇バイト募集）、まとまりのな
い集団（「匿名・流動型犯罪グループ」）による犯罪」のことを言います。正にスマホを手放せない今日
の世代風潮を悪用した今日的な犯罪です。

１　�そこで、近時「特殊詐欺」と呼ばれるようになった犯罪類型について、その「変遷」を見てみましょ
う。まさに「いたちごっこ」のような有様です。

（1）�当初は、電話を掛けて相手に身内や近親者だと誤解させて、「会社のお金を駅などに置き忘れて失
くしてしまった」とか「財布と預金通帳が入った鞄をタクシーに置き忘れてしまった」のでお金を
貸して欲しいなどと言って犯人の預金口座に振り込ませるような単独犯の類型（「オレオレ詐欺」）
でした。

（2）�ところが、次第に手口が巧妙化し多様化するようになり、先程のように窮状を訴える「債務者役」
の他に、脅したり催促したりする役割の「債権者役」を登場させたり（共謀型）、背後でサイレン
の音を鳴らすなどの「演出」をするようになりました。また、その「口実」も交通事故を起こした、
痴漢してしまった、横領した、傷害事件を起こしたなどと多様化し、巧妙に演技をするようになっ
てきました（劇場型犯罪）。

（3）�そのため実態と合わなくなったことから、平成 16 年 12 月には「なりすまし詐欺」や「架空請求詐
欺」、「融資金詐欺」、「還付金詐欺」などを総称して、「振り込め詐欺」と呼ぶようになりました。

（4）�ところが今度は、銀行の預金口座に振り込ませる犯罪は減少して、①宅配便やレターパックなどで
指定の住所に現金を送金させたり、②コンビニで買えるネット決済専用のプリペイドカードの番号
をメールやファックスで送信させるようになりました。その他、③指定された喫茶店やホテルのロ
ビーなどで、会社の上司や弁護士、警察官などを名乗る犯人に、現金や預金通帳、キャッシュカー
ドなどを渡すように指示されたりするようなこともあります。

（5）�そこで、被害者が、警察官を名乗る犯人に対して「警察手帳」の提示を求めて確認しようとして
も、「最近では警察手帳はデジタル化してスマホと一体化している」などと偽りデジタルに疎い高
齢者などを騙す例もあるようです。

（6）�また、神奈川県警などは、詐欺に気が付いた被害者の通報で警察官が受け渡し場所で待ち伏せて、
現金の授受などが行われた瞬間「受け子」を現行犯逮捕するという「だまされたふり作戦」を実行
した例があるそうです。�  
　ところが今度は、犯人の方でこの手法を逆手にとって、犯人の１人にオレオレ詐欺の電話を掛け
させた後、警察官と名乗る犯人がやって来て、「先程あなたのお宅に振り込め詐欺の電話が掛かっ

特 別 投 稿
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て来なかったか。犯人が指定場所まで来ると思うので、現金を渡しなさい。警察が見張っていてす
ぐに逮捕するから。」などと言ってまんまと持ち去ってしまう事件が急増したそうです。

（7）�その後再び警察庁は実態に合わせようとして新たな名前を募集したことがあり、「母さん助けて詐
欺」とか「ニセ電話詐欺」などの提案がありましたが、結局、警察当局は平成 25 年頃からは「特
殊詐欺」という名称を使うようになっています。

２　�令和 2年以降、警察当局では、「特殊詐欺の手口」を次のような類型に分類しているようです。
（1）�オレオレ詐欺…これは、前記のとおり、息子や孫などの親族またはその上司、警察官や弁護士など

と名乗って、親族が起こしてしまった仕事上のミスやトラブル、事故などを口実にして現金をだま
し取るという手口です。これに対しては、後述の「対策」で検討している通り、一人で判断せず
に、まず「確認」を取るようにして下さい。

（2）�預貯金詐欺…これは、警察官や銀行協会職員などを装って、「あなたの口座が犯罪に悪用されてい
るので交換が必要」などと言ってキャッシュカードなどを騙し取る手口ですが、実際の警察官や銀
行協会員等がこのような要件で訪問したりすることは決してありませんので注意して下さい。

（3）�架空料金の請求詐欺…これは、有料サイト事業者や法務省（法務局）、裁判所などを名乗り、「未払
料金を支払わないと裁判になる」などという内容のメールや封書などを送りつけたり、インター
ネットサイトの閲覧中にウィルスに感染した等と表示させて、そのサポート費用として現金などを
だまし取る手口です。しかし、このようなメールや着信に返信したりすると、自分の電話番号やメ
ルアドを知られてしまうので一切無視して、支払請求には決して応じないで下さい。

（4）�還付金詐欺…これは、自治体や年金事務所などの職員を装って、医療費や税金などの還付金が受け
取れるなどと偽ってATMまで行かせ、スマホなどで操作方法を教えて犯人の口座に送金させる手
口ですが、この場合も決して一人で対応しないで、信頼できる人に相談してからにして下さい。

（5）�融資保証金詐欺…これは簡単に融資が受けられるなどと言って信じ込ませ、保証金名目で金員をだ
ましとる手口です。

（6）�ギャンブル詐欺…これも、パチンコやパチスロの必勝法とか公営競馬の必勝法、宝くじや「ロト
６」などの当選番号などを教えると持ちかけて、情報科などの名目で金銭をだまし取る手口です
が、世の中にそんなうまい話があるはずがないので、疑いを持って対処して下さい。

（7）�交際あっせん詐欺…男女紹介の案内を雑誌やメールに掲載し、会員登録してきた人に対して登録料
や保証金の名目で金銭をだまし取る手口（いわゆるロマンス詐欺）です。

（8）�キャッシュカード詐欺盗…これは、警察官や銀行協会、大手百貨店などの従業員を装おい、「キャッ
シュカードやクレジットカードが悪用されている。」と言って、キャッシュカードやクレジット
カードをすり替えて盗み取る手口です。この手口は厳密には「詐欺罪」ではなく「窃盗罪」に該当
します。�  
　悪質なものとしては、犯人が被害者の玄関先でキャッシュカードを確認して封筒に入れるところ
まで確認させた後で、「封印が必要なので印鑑を持ってきて欲しい。」などと言って、被害者がその
場を離れた間に、素早くダミーの封筒とすり替えて持ち去る例があります。しかも、退出時に「一
週間はこの封筒を開けないで下さい」などと言って発見を送らせることもありますので、皆さん、
十分注意して下さい。

（9）�有名人になりすまし広告…これはアプリ内で課金させるために、最初から「サクラ」を参加させて、
いかにも流行っているとか有利だと思わせたり、有名人になりすました SNS 上の広告で利用や課
金を呼びかけたりする手口が最近問題となっており、それを放置していた SNS のプラットホーム
業社を訴えるような動きもありました。

（10）�マッチングアプリ出会い系詐欺…これは、マッチングしたと思わせて、投資の話しや家族の不幸
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などを口実にして金銭を振り込ませる手口であり、顔が見えないことを良いことに外国人のふり
をしたりすることもあるそうです。

（11）�アポ電強盗…これは、銀行窓口での「水際対策」が効果をあげるようになってきたことから、今
度は犯人グループから、予め地方自治体職員や銀行員などを装って高齢者などに電話を掛け、自
宅にどのくらい現金を保管しているか（タンス預金）とか、その保管場所や家族構成、生活パター
ンなどの情報を聞き出してから（アポ電）、その後それを狙って詐欺や強盗に及ぶ手口です。です
から、他人に安易に家庭内のことを話したりしないようにしましょう。

３　「詐欺グループ」内での役割分担や締め付け。
（1）�詐欺グループのなかでは以下に見るように役割分担が多様化しているようです。しかも、グループ

内では相互に監視したり、厳しいノルマやペナルティを課して厳格な締め付けが行われ、一旦加担
してしまうと容易にはグループから抜け出せなくなっていると言われています。

（2）�役割としては、①「掛け（架け）子」は、金銭などを要求する電話を架けて騙したり、脅したりす
る役であり、②「出し子」は、振り込まれた銀行口座から金銭を引き出す役を言います。これに対
して、③金融機関を使わずに、直接接触して現金などを受け取る役の者は「受け子」と呼ばれま
す。�  
　最近では、この「出し子」や「受け子」が低年齢層化していることが懸念されています。実際に
も、14 歳の男子中学生や中 3の女子がバイト感覚で関与して逮捕されています。

（3）�そして、④「掛け（架け）子」がちゃんと電話しているかを管理する「番頭」や、⑤「出し子」や
「受け子」が持ち逃げするのを監視する「見張り役」もおり、⑥先日、「出し子」や「受け子」の紹
介をする「リクルーター」役の高齢者が逮捕されて話題になりました。�  
　その他、⑦架空名義のレンタル携帯電話や銀行の架空口座を提供する「道具屋」や、⑧マンショ
ンなど犯行の拠点を提供する「代行屋」、⑨だましの電話を掛ける為の名簿などを用意する「名簿屋」
などもいて組織化されているようです。

（4）�そのため、「偽名」を使って指図されていている末端の「出し子」や「受け子」を逮捕しても、グルー
プの上層部や主犯はなかなか摘発できないようです。

４　そこで、このような犯罪に対する「対策」を検討しておきましょう。
（1）�上記のとおり、「特殊詐欺」の手口は、「電話の着信」が端緒（きっかけ）になっています。ですか

ら、電話でお金の話し（例えば、現金やキャッシュカードなどの保管場所や暗証番号などの話題）
が出たら、「詐欺」を疑いましょう。

（2）�家族間で前もって「合言葉」（例えば、家族しか知らない家族旅行の思い出や好きな食べ物など）
を決めておくと良いと思います。

（3）�「携帯電話の番号が変わった。」とか、「携帯電話をなくした。」などと言ってこられたときは、一度
電話を切って、番号案内や本人に電話を掛けてみて確認したり、他の家族や警察の相談窓口#9110
などに相談するようにしましょう。

（4）�警察や検察、裁判所、税務署、市町村役場の職員などを名乗って来たときは、先方の名前や所属な
どを聞き出して、その部署に確認しましょう。

（5）�「キャッシュカードやクレジットカードの不正利用があった。」などと言ってきた場合には、一人で
判断しないで、銀行やクレジットカードのカスタマーセンター、警察署や #9110 などに確認する
ようにして下さい。

（6）�特に高齢者の場合には、常に「留守番電話」にセットしておいて、要件を録音させるようにしてお
くと、犯人は録音されるのを嫌がって電話を切るという効果があるようです。自治体によっては、 
「自動通話録音装置」を高齢者世帯に貸し出している例もあります。
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（7）�「ナンバーディスプレイ機能」を活用すると、非通知の電話や海外からの着信（「＋」で始まる国
番号が付いている）、市外局番が近隣のものではない番号からの着信、警察署からだと言いながら
「050」で始まる IP 電話を使っている等の着信には応答しないようにしましょう。

５　�それでも「振り込め詐欺」の被害にあってしまったときは、平成 20 年 6 月から施行されている 
「振り込め詐欺救済法」（「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する
法律」）によって被害の回復を図ることが出来るので覚えておいて下さい。なお、ヤミ金融や未公
開株詐欺などによる振込みの場合も対象になります。

（1）�但し、犯人がその預金口座からお金を引き出した後では、「被害回復分配金」を支払うための原資
となるべき預金残高が不足することになってしまいますので、「振り込め詐欺」等の被害にあって
犯人が指定してきた銀行などの口座にお金を振り込んでしまった「被害者」は、速やかに警察や振
込先の銀行等に連絡して下さい。

（2）�これによって銀行等は、犯罪利用の預金口座である疑いがあると認める預金口座等の「取引停止」
などの措置をとった上で、「預金保険機構」に対して、この預金口座の「預金債権失権のための公告」
を求めます。

（3）�この公告に対して、その預金口座の名義人から、一定期間内（60 日以上）に権利行使の届出など
がないときは、その預金口座の預金債権は消滅（失権）します。

（4）�その後に銀行等は、被害者から「振込の事実を確認できる資料」とともに「被害者からの支払申
請」を受付け（30 日以上の期間内）、預金保険機構に対して、「被害回復分配金の支払のための公 
告」を求め、その結果支払請求権の確定を受けた後、銀行等は被害者への支払いを実施することに
なります。

　以上、今回はこれまでとは違う「切り口」から高齢者世帯の安全確保を検討してみましたので、是非
参考にして下さい。� 以　上

令和６年度柔道大会救護活動
� 中丹支部　山　根　文　彦　

活 動 報 告

　令和 6年度中丹支部の柔道大会の救護活動は 2大会を福知
山市武道館で行いました。

・�「第33回上山杯兼第16回絆杯柔道大会」令和 6 年 8 月 18 日
　　小学生、中学生の大会。負傷者 0人でした。
・�「酒呑童子盃争奪柔道大会」令和 7 年 2 月 16 日�  
　高校生、大学生、社会人の大会。肩関節脱臼× 2名 整復、 
三角巾の提巾による安静にて応急処置を行いました。ま
た、試合中の接触による出血、爪の割れが数名、いずれも
軽症で試合続行のための処置を行いました。

　毎年数回の柔道大会の救護活動では、大会ごとに出場年齢
が異なり大きく負傷箇所が異なってくることをいつも感じま
す。
　今年度は依頼された救護活動が全てできたわけではなく、
来年度は派遣する体制を整え救護活動ができるようにしてい
きたいです。
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『第44回舞鶴学童柔道大会』救護活動報告
� 北丹支部　塚　原　貴　史　

活 動 報 告

　令和 7年 6 月 8 日（日）に舞鶴文化公園体育館において、『第 44 回舞鶴学童柔道大会』が開催されま 
した。
　近畿の広域から 18 チーム約 190 人の小学 1年
生から 6年生までの選手が参加し、白熱した大会
となりました。
　本大会では、一日を通して怪我や体調不良は一
件も発生せず、選手・関係者全員が安全に競技を
終えることができました。参加者の準備やウォー
ムアップが十分に行われていたこと、また大会運
営側による円滑な進行と安全管理が徹底されてい
たことが、無事故につながったと考えられます。
　競技特性上、柔道では負傷のリスクが常にあり
ますが、選手一人ひとりのマナーや意識の高さも
印象的でした。今後の大会においても、引き続き
このような安全な環境が維持されることを期待い
たします。
　救護としては待機のみの対応となりましたが、「何も起きないこと」が最も理想的な結果であり、非
常に意義ある一日となりました。

　冬の寒気が身にしみる頃となった令和 6年 12 月
14 日（土）リーガロイヤルホテル京都『懐石フランス
料理・グルマン橘』にて下京・南接骨師会・研修会
並びに懇親会が開催されました（支部会員 14 名出
席）。
　山本俊広支部長の開会挨拶の後、会員動静、支部
運営の提案などがありました。また林 啓史会長に
は個別の質問による保険講習がありました。
　研修会では、高生会リハビリテーションクリニッ
ク院長 高 謙一郎先生をお招きし人工膝関節置換術
に対して細かく丁寧に説明していただきました。ま
た会員からの質疑に対しても我々にわかりやすく説

明していただき日頃の業務に大変役に立つ情報をい
ただきました。その和やかなムードのまま懇親会に
移りました。
　懇親会では王生勝己会員の乾杯ご発声の後、季節
の食材を美しく繊細に仕上げられたお料理を目の前
に、支部の隔たりない有意義な情報交換の場となり
あっという間の 2時間でした。
　下京・南支部は若手からベテランまで大変仲が良
く、支部長もこの業界を盛り上げていこうと活気に
あふれています。今回ご多忙で参加できなかった会
員も、次回は是非参加していただけることを望んで
おります。

下京・南接骨師会　研修会、懇親会開催
通信員　住　田　卓　也

支部だより
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　令和 7年 1月 25 日（土）に福知山市の「小金」
にて中丹支部の新年会を開催しました。
　田中博貴支部長に挨拶いただいた後、美味し
い料理やお酒を味わいながら、令和６年度の会
計報告をしたり、今後の中丹支部会の運営方法
を議論したりと非常に有意義な時間を過ごすこ
とができました。
　昨年は、マイナ資格確認の導入や明細書無償
発行義務化など保険業務の内容変更も多く、手
続きに戸惑うことも多かったです。今後も業務
のシステム化や簡略化が進む中で変更していく
内容がますます増えていくであろうと思いま
す。そんな中、本会からのサポートやアドバイ
スなどは大変助かるものではありますが、毎月
支部会を開催し、情報を共有し、わからないこ
とを気軽に質問できる中丹支部員の存在は本当

に心強いものであります。
　秋にはまた中丹支部懇親旅行も予定しており
ます。今後も会員同士の交流を通じて、さらに
結束を固めていければと思います。

中丹支部懇親会
通信員　荒　川　雄　介

支部だより

　令和 7年 1 月 25 日（土）城陽市にある「京都八百
忠」にて城陽支部、南山城支部の合同支部会が開催
されました。
　午後 4時 30 分から各支部で近況報告や会員動静
の報告、収支決算報告が行われました。午後 5 時
から「花の間」にて 2支部合同勉強会が開催され、
公益社団法人京都府柔道整復師会から来賓として 
林 啓史会長をお招きし最近の保険情勢について貴
重なお話をして頂きました。
　総会終了後、懇親会に移りました。今回 2支部に
よる合同支部会で総勢 24 名の参加でした。美味し
い懐石料理に舌鼓を打ち、支部の隔たりなく情報交
換や日々の施術のことなど有意義な時間を過ごすこ
とが出来ました。

　今回ご多忙で参加できなかった会員にも次回は是
非参加して頂けることを望んでおります。

城陽、南山城支部会・懇親会
通信員　前　田　幸　正

支部だより
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　令和 7年 3月 8日（土）ようやく春の兆しが訪
れた頃、ホテルエミナース京都にて右京・西京・
乙訓の 3支部で運営される西山会の研修会・懇
親会が開催されました。西山会が再開して 2回
目の開催です。
　今回、西山会会員の皆様の利便性を考え、地
元である京都市洛西地区での開催といたしまし
た。電車で直接のアクセスはできませんが、阪
急桂駅から西山会の貸切バスも用意させていた
だき、ご利用になられた先生も大変多かったで
す。その他地元ということもあり、自転車で来
られる先生もおられました。
　当日は林 啓史会長をお招きし、西山会会員
の出席者 20 名の先生方と合わせて 21 名のご参
加を賜りました。当初は出席予定だったものの
ケガや病気、公務での欠席者もおられたので前
回よりも少なかったのは残念なところです。

　西山会研修会は金閣の間にて 17 時に開会し
右京支部・池辺 徹先生による講演会「スポー
ツ選手に対する柔整師のかかわり方の一考察」
が行われました。
　それから林会長、中川稔貴広報部長よりご挨
拶と近況報告を賜りました。お二人には京都府
柔道整復師会館での理事会の後に急ぎ西山会の
ために駆けつけていただき、この場を借りて厚
く御礼申し上げます。
　続いて隣の銀閣の間にて親睦会が行われ、会
場は活気に満ち溢れておりました。途中ビンゴ
大会も行われ、商品を手に大いに盛り上がりま
した。
　後日出席者よりアンケートを実施しました
が、たくさんの「楽しかった」「よかった」等
のお声をいただき、支部会を開催する意義が大
いにあったと思います。

西山会　研修会・懇親会
西京支部長　上　田　憲　一

支部だより

柔　整　関　係 京都の行事
8月 31日㈰ 令和７年度京都府総合防災訓練

9月

7日㈰ 松尾大社 八朔祭り

14日㈰ 令和７年度第１回京都府補助金事業
「運動器疾患対応向上実施事業」

21日㈰ 第17回日整近畿ブロック親善ゴルフ大会

10月
22日㈬ 時代祭、鞍馬の火祭

26日㈰ 第48回近畿学術大会 兵庫大会

11月

23日㈰ 第83回京都接骨学会

16日㈰ 日整柔道大会・第34回日整全国少年柔道大会・
第15回日整全国少年柔道「形」競技会（講道館）

第37回京都市スポーツ
フェスティバル

28日㈮ 京柔整会報174号 投稿締め切り

12月 28日㈰ 京都府柔道整復師会会館閉館（～1月4日）

毎月、第３土曜日に保険説明会が開催されます。（詳しくは事務局まで問い合わせてください）

京柔整カレンダー

掲示板コーナー
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会 員 の 動 静

中 村 恭 子 （下京・南支部）
（５月入会） 林接骨院

　〒600－8009
　京都市下京区四条通り烏丸通り
　　西入函谷鉾町83番地
　　　第３田源ビル６階
　Tel：075－255－4346
　Fax：075－255－4320

新入会員紹介

退　会 ３月　金谷　亮（北支部）
３月　栗原武弘（左京支部）
３月　牧野伸也（伏見支部）
３月　木藤知弘（伏見支部）
３月　藤井智徳（宇治支部）

３月　清水敦朗（南山城支部）
３月　的場　修（中丹支部）
３月　塩見金幹（中丹支部）（賛助会員）
４月　小林賢二（右京支部）（死亡）
６月　古閑星丸（中京支部）

賛助会員

編集後記

今号をもちまして、2期4年間務めた広報部としての活動に一区切りをつけることとなりました。�
会員の皆さまに様々な活動や情報を届けるという役目は責任も大きく、同時にやりがいがありまし
た。多くの方に支えられ、学びと喜びにあふれた貴重な経験となりましたこと、心より感謝申し上
げます。広報部はこれからも続きます。新体制のもと、さらに充実した発信が続くことを願ってい
ます。ありがとうございました。� けんじ

ついこの前に2025年（令和7年）になったと思っていたがあっという間に半ばを過ぎた。難問山積
と議論され続けてきたわが業界、そして異常気象、大規模地震、大型台風、物価上昇等、我が国の
状況、取り巻く国際情勢も不安要素が満載だ。自分のことや家庭のことも順風満帆とは決していえ
ない。やはり不安要素は満載なのだ。しかしこのような時こそ落ち着いて今なすべきことを焦らず
に見据えてゆかねばならないのであろう。そんな折、長く在籍させていただきました本会広報部か
ら離籍することになりました。お世話になりました本会役員の皆様、中川稔貴広報部長、関係各位
の方々に深く感謝申し上げます。� Yuji

長年、広報部に関わってきましたが今号を以て退任する運びとなりました。会員各位、関係各位
におかれましては大変お世話になりました。紙面をお借りして御礼を申し上げます。来号以降は、�
岡田達也副会長が広報部長として引き継がれます。違った目線で運営をされると思いますので、�
宜しくお願い致します。� ☆nakatoshi☆

次号　しめ切り　11月28日
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「人の役に立ちたい」　～その想いに応える学び～

こころ和らぐ医療を創造する

https://www.meiji-u.ac.jpURL https://www.meiji-s.ac.jpURL

大学院
鍼灸学研究科
保健医療学研究科

救急救命学科
柔道整復学科

保健医療学部
看護学科
看護学部

鍼灸学科
鍼灸学部

◎日本スポーツ協会公認『アスレティックトレーナー(JSPO-AT)』資格が取得可能(2026年4月入学生より対象)
◎鍼灸師＋柔道整復師のWライセンス取得を全面サポート　○中学・高校保健体育一種免許状取得可能 ＊星槎大学との協定による(大学のみ)

2027年4月農学部食農エコロジー学科(仮称)設置構想中
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